
扶養削除扶養削除 保険料保険料

娘が就職娘が就職
したんだ〜したんだ〜

月収が上がると月収が上がると
保険料も保険料も
変わるの？変わるの？

「健康保険 被扶養者（異動）届」
を会社を通して5日以内に提出

産前産後休業・育児休業中は、
被保険者の申し出にもとづき
会社が「産前産後休業取得者
申出書」・「育児休業等取得者
申出書」を提出することで、保
険料が免除されます。添付書類…

（交付されている場合）
当健康保険組合の
資格確認書など

扶養削除するときの手続き 保険料に関する手続き

扶養削除の手続きが必要な場合 保険料の納付方法と決まり方

●収入が年収130万円※以上に増えた
　 ※�19歳以上23歳未満（配偶者を除く）は150万円、60歳以上や障害厚生年金

の受給要件に該当する障害者は180万円

●パート先等の勤め先の健康保険等の被保険者になった
●同居が条件の被扶養者※と別居になった
　 ※「配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母など直系尊属」以外の人

●同居の場合、収入が被保険者の収入の半分以上になった
●�仕送りをやめた、仕送り額が被扶養者の収入より少なく
なった
●結婚して相手の扶養に入った
●離婚した
●死亡した　　　　　　   など

・パート・アルバイトなどの給与
・年金（障害年金、遺族年金を含む）
・農業などの事業所得
・株式などの投資収入
・利子収入
・不動産賃貸収入
・失業給付金
・�傷病手当金・出産手当金・休業補償
給付
・生活保護法による生活扶助料

など

・保険料率が変更になったとき
 （毎年度見直し）
・�4〜6月の報酬の平均額をもと
にした標準報酬月額が変更に
なったとき（毎年見直し）
・�昇給などにより給与が大幅に
変わったとき
・�産前産後休業や育児休業の前
後で給与に変更があったとき

など

収入に含まれるもの
保険料が変更になるとき

■被扶養者の収入基準

■保険料の種類

①60歳未満（②を除く） ②19歳以上23歳未満
 （配偶者を除く）

③60歳以上および障害年金の
　受給要件に該当する障害者

1年間 1,300,000円未満 1,500,000円未満 1,800,000円未満

1ヶ月あたり 108,334円未満 125,000円未満 150,000円未満

1日あたり 3,612円未満 4,167円未満 5,000円未満

保険料 用途 保険料率（事業主・被保険者）

健康保険料
一般保険料

基本保険料 健康保険組合の保険給付や保健事業

特定保険料 高齢者医療制度への拠出金

調整保険料 全国の健康保険組合が共同で行う交付金事業の財源

介護保険料 介護保険制度を運営する自治体に代わって徴収

子ども・子育て支援金 少子化対策の財源のために国に代わって徴収

扶
ふようさくじょ
養削除

就職や収入増加した家族
を健康保険組合の被扶養
者からはずすこと。

用
語
解
説

保
ほけんりょう
険料

健康保険組合の主な収入。
被保険者と会社が共同で
納める。

用
語
解
説健康保険

知っておきたい

健康保険
知っておきたい

健康保険組合の被扶養者が就職したり収入が増えたときなどは、扶養削除の手続きが必要です。

手続きをしないと、医療費や高齢者医療への拠出金など、健康保険組合の余分な出費が増えて、

保険料が上がる要因にもなります。

保険料は、被保険者の月収や賞与の額と健康保険組合が定める保険料率によって決まり、被保険

者と会社が負担します。保険料率は健康保険組合の財政状況によって毎年度見直されます。

労働契約の変更などで年収130万円以上になることが
見込まれた時点で手続きが必要です。収入基準は下表の
とおりです。
なお、労働契約で定められた賃金が年収130万円未満の
ままで、かつ、他の収入がなく、繁忙期の残業などによる
一時的な収入増加であるときは、この限りではありません。

「健康保険料」は健康保険組合の運営のために納め
ていただきますが、「介護保険料」や「子ども・子育て支
援金」は、健康保険組合がそれぞれ自治体や国に代
わって徴収するもので、健康保険組合の運営のために
は使うことができません。A
A

QQ
QQ1年間の合計収入が

130万円を超えた時点

で扶養削除の手続きを

するのですか？

Q&A
Q&A 健康保険料の他にも介護

保険料や子ども・子育て

支援金が天引きされると

聞きましたが…？

＊介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。　＊子ども・子育て支援金は、2026年度からの制度で、4月分（5月の給料から天引き）から納付します。

＊うち調整保険料率

●月々の給与と賞与から納める（給与・賞与から天引き）
●被保険者と会社で共同負担
●�おおまかな給与額や賞与額（標準報酬月額・標準賞与額）に
    「保険料率」をかけて算出
●�保険料率と被保険者・会社の負担割合は、健康保険組合が
毎年度決定する
●標準報酬月額は、58,000円〜1,390,000円の全50等級
    （例えば給与額が305,000円の場合は、22等級・300,000円）
●標準賞与額は、賞与の1,000円未満を切り捨てた額
    （例えば賞与額が518,600円の場合は、518,000円）
　 ＊年間573万円が上限となります。
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